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旧赤星鉄馬邸の保存・利活用で次世代につなごう！ 

武蔵野市では、アントニン・レーモンド設計の旧赤星鉄馬邸の保存と、緑豊か

な庭とを一体的に利活用して開設することを予定しています。登録有形文化財

である建物と、自然あふれる環境に触れることで、誰にでも居心地のよく愛着

のある空間づくりを目指しています。 

 

■旧赤星鉄馬邸の利活用検討について（令和７年 7 月時点） 

令和３年２月に前所有者より建物の寄贈を受け、同日付けにて武蔵野市土地開発公社が土地を先行取

得しました。その後、令和３年度に建物の調査などを行い、令和４年度は一般公開・利活用のアンケー

トを実施しました。令和５年度には有識者会議を開催し助言をもらいながら、並行して市民ワークシ

ョップ、社会実験を行いました。 

令和６年度から保存活用計画を２か年かけて策定したうえで設計に着手し、建物の修復・復元工事

のほか公園整備を行い、令和 13 年の開設を予定しています。 

令和 7 年度は、試行的に疑似運営期間（3 か月間）を設け、日常的な公開や定期的なイベント等を実

施し、将来的な運営フェーズを見据えた課題や留意点を明らかとし、今後の設計や運営に条件を検証し

ます。 

 

▼旧赤星鉄馬邸の運用に向けたスケジュール 

～令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 
     

  

 

■庭園と建物の活用を検討する社会実験 

庭園及び建物を活用する社会実験を、令和 5 年度には 2 回、令

和６年度には１回（７日間）実施し、今後の利活用を進める上で

の実現可能性やニーズの把握、周辺地域への影響度合いを検証し

ました。 

令和５年度の社会実験は、公募による市民有志で結成された

niwa*Project（ニワボシプロジェクト）が主体となり、各コンテ

ンツの企画・準備・運営を行いました。令和６年度の社会実験は、

３つの区分（事業者／団体・グループ／企画・運営スタッフ）で

参加者を公募し、市が各企画の調整や支援を行いました。庭園で

は、飲食、展示、ヨガ、ナイトシアター、プロジェクションマッ

ピング、市民アート企画等を実践しました。建物内では、音楽、

講演会、展示会、飲食、子ども向け企画、写真撮影等多種多様な

コンテンツを実践しました。  

保存活用計画の策定 

社会実験 

設計（復元内容の調査・検討） 

 

改修工事の実施 

▲令和 5 年度の社会実験 

▲令和６年度の社会実験 
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旧赤星鉄馬邸の保存・利活用で大切にしたいポイント 

 

市民ワークショップや 2 年間の社会実験を踏まえ、旧赤星鉄馬邸の保存・利活用にあたっては、「地

域」と「文化財」の 2 つの視点を両輪で検討していく必要があります。この視点は、社会実験期間に限

らず、将来的な旧赤星鉄馬邸の管理・運営においても大切にしていきたいポイントです。 

さらに、武蔵野市の生涯学習施策が目指す「学びおくりあい」の考え方と共鳴し、地域や文化財を

介して、さまざまに連携や交流を図り、次世代へつないでいくことを大切にします。 

 
 

 地域  文化財  

 武蔵野市は、武蔵野方式等の市民

自治の理念の基、まちづくりを進め

てきました。さらに、旧赤星邸は、

長年修道女会として運営され、地域

住民の交流の場としても機能を担っ

ており、地域住民の一部にはその記

憶が今も強く根づいています。旧赤

星鉄馬邸の様々な活動を通して、「地

域交流」の拠点となることを大切に

します。 

さらに、近隣は静穏な住居地域で

あることを理解し、「地域共生」を大

切にします。 

 旧赤星鉄馬邸は、アントニン・レ

ーモンド氏による設計であり、歴史

的かつ文化的に貴重な歴史文化遺産

です（P4詳述）。歴史的経緯等を十分

に考慮しながら、「文化財振興」を大

切にします。 

さらに、市内や近郊に同様な歴史

文化的に価値のある施設や吉祥寺駅

周辺の界隈性のあるエリアが位置し

ています。旧赤星鉄馬邸を拠点とし

た、「文化財連携」を大切にします。 
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旧赤星邸鉄馬邸とは？ 

 

明治生まれの実業家である赤星鉄馬(1882～1951)の自邸で、チェコ共和国生まれの建築家アントニ

ン・レーモンド(1888～1976)設計による昭和９年竣工の鉄筋コンクリート造地階付き  2  階建ての大規

模住宅です。敷地内には緑豊かな庭と共に、市が指定した 32 本の保存樹木があります。 

 

旧赤星鉄馬邸は竣工後、昭和 19 年に陸軍に接収され、戦後は GHQ に接収されました。その後、昭

和 31 年から カトリック・ナミュール・ノート ルダム修道女会が長らく修道院として所有・使用し、

昭和 54 年には旧礼拝棟 及び旧修室棟を増築しています。しかしながら、近年ではシスターのなり手が

減ったこともあり閉鎖することとなり、令和３年２月に建物の寄贈を受け市の所有となりました。な

お、土地は同日付にて武蔵野市土地開発公社が先行取得しています。 

 

市の取得後、登録有形文化財の登録手続きを進め、令和４年（2022） 10 月 31 日に文化庁の登録有

形文化財（建造物）に登録されました。国の文化審議会文化財分科会では、『中央で屈曲した東西に長

い中廊下型平面で、前庭側外観は水平連続窓とする。キャノピーを差し出した玄関にはスリットを入

れた曲面壁の階段室を構え、コンクリート造形の可能性を追求』したとして評価されています。 
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旧赤星鉄馬邸はどのような場所にある？  

 

旧赤星鉄馬邸は、文化庁の登録有形文化財建造物として歴史的かつ文化的に貴重な建築物です。ま

た、都立武蔵野中央公園や成蹊大学のケヤキ並木からつながるように庭園が位置し、公園空白地に位

置する貴重な緑となっています。 

登録有形文化財である建物と、緑豊かな庭との組み合わせによって、多くの人にとって魅力的な施

設であるものの、その位置は閑静な住宅地域に位置しています。 

 

所在：武蔵野市吉祥寺本町４丁目 26 番 21 号  

敷地面積：4,463.09 平方メートル（公簿・実測） 

用途地域：第一種低層住居専用地域 
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2 どういうふうな活用ができるの？ 
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HOW TO USE 

使い方例 

旧赤星鉄馬邸でどんな活用ができるのでしょうか？ 

お店や、教室、仲良しグループの集まりなど、多種多様な活動に利用できます！ 

 

  

01 

学びの場 
 

旧赤星邸の建物にまつわる展

示や建物ツアーの実施、講演

会など学びのある企画を実施

できます 

02 

体を動かす場 
 

旧赤星邸の庭園を使って、自然の中

で体を動かす企画を実施できます 

 

 03 

 表現の場 
 

様々なスタイルの表現の場

として、作品展示やワーク

ショップなど地域活動の場

として、幅広い表現の場と

して利用できます 

 

04  

食べる場 
 

キッチンカーやテイクアウト商品、雑貨

の販売など、商いの場としてのスペース

をお貸しします 
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01-01  使い方例▶︎ 居間を使って旧赤星邸にまつわる学びの場に！ 
学びの場 

 

赤星鉄馬邸内の居間は、52.9 ㎡を有する当

建物内で最も広い大広間になっており、30～

40 人が入ることができる空間となっています。

暖炉側を背景に、講演会や読み聞かせ、演奏

会などの利用が可能となっています。 

玄関や庭へのアクセス性も非常に高い場所

に位置しており、大人数の出入りが可能とな

っています。 

暖房設備が稼働可能な場所で、冬でも長時

間の滞在が可能となっています。 
 

 

  
 

こんな活用ができたよ！ （令和 5 年度に実施した社会実験で実際に利用した例を紹介します） 

 
 

注意点  

  

読み聞かせ・講演会では、

落ち着いた空間の中で、話者

の声が響き、庭園の雰囲気を

感じながら、過ごすことがで

きました。 

暖炉側の壁面やフローリングは建設当時のまま残っ

ている場所です。椅子などを利用する際には、緩衝材

などで保護するなど、利用の際には傷つけないように

気を付けましょう。 

 
▲居間での講演会等のイメージ 

  
▲読み聞かせ（語り）         ▲講演会 

 

  
▲暖炉側の壁面    ▲フローリング 
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01-02  使い方例▶︎ 建物丸ごと使って旧赤星邸を知る場に！ 
学びの場 

 

旧赤星鉄馬邸内は、2 階建ての住居用に建

てられた建築ですが、ディテールをみると、

設計者アントニン・レーモンドの細やかな工

夫の数々が確認できます。 

建物内部や庭の見学を目的としたガイドツ

アーや展示会等の利用が可能となっています。 

 

 

 

 

 

   
 

   

▲旧赤星鉄馬邸の歴史あるスポット例 

 

こんな活用ができたよ！ （令和 5 年度に実施した社会実験で実際に利用した例を紹介します） 

 
 

注意点  

  

庭園内にパネル設置し、

旧赤星邸の歴史を学ぶツア

ーや冊子とともに解説する

ツアーを開催しました。参

加者とともに旧赤星邸につ

いて深く学ぶことができま

した。 

旧赤星鉄馬邸は、国の登録有形文化財につき、保全すべき箇所があります。ツアー等建物全体

を使用する場合には、利用者・参加者が十分に保全場所を理解し、活用しましょう。 

 
▲建物内ツアー等のイメージ 

  
▲庭園で展示ツアー         ▲冊子をまとめて屋内で学習ツアー 
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02-01  使い方例▶︎ 庭園を使ってゆったりと体を動かす場に！ 
体を動かす場 
 

旧赤星鉄馬邸の前面には、芝空間をメイン

とした庭園が広がっています。庭園の芝部分

は、717.6 ㎡程度を有しており、100～150 人

が同時にゆったり滞在できる空間となってい

ます。芝部分では、ヨガ、体操、グランドゴ

ルフ、モルックなど、ゆったり体を動かすよ

うな利用が可能となっています。 

庭園内は、塀に囲まれたプライベートな性

質を残していることから、居心地よく過ごす

ことができ、目の前に広がる文化財を眺める

ことができる絶好のスポットとなっています。 
 

 
▲ヨガ・体操の配置のイメージ 

 

こんな活用ができたよ！ （令和 5 年度と令和６年度に実施した社会実験で実際に利用した例を紹介します） 

 
 

旧赤星邸の豆知識 

  

庭園内でのヨガは、芝生の香

りを感じながら、ゆったりとし

たエクササイズを楽しむことが

できました。グランドゴルフと

モルックは、子どもから大人ま

で夢中になっていました。 

当建物の居住者であった「赤星鉄馬」は、日本の学術研究の基礎づくりに貢献する一方で、兄

弟（六郎ら）と共にゴルフ界の発展にも寄与しました。弟の六郎は、日本オープンの初代チャン

ピオンであり、日本のゴルフ普及に大きく貢献していました。一説では、吉祥寺に居を移してか

らは、この庭園にゴルフの練習場を造り、ご夫人やゴルフ仲間と練習に励んだとのことです。 

 
▲庭園で体を動かすイメージ 

    
▲ヨガ        ▲グランドゴルフ   ▲モルック 
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02-02  使い方例▶︎庭園の樹木を活用してワークショップを開催！ 
体を動かす場 
 

旧赤星鉄馬邸の庭園には、保存樹を含めた

数多くの植物があります。作業空間として活

用可能な芝空間と、すぐそばにある簡易な剪

定可能な樹木等を活用し、小物づくりワーク

ショップなどの利用が可能となっています。 

また、樹種も多いことから、樹木等の環境

学習機会としても活用できます。 

庭園内は、塀に囲まれており、子どもが安

易に道路上に飛び出せない空間となっていま

す。 

 
 

 
▲リースづくりワークショップの配置のイメージ 

 

こんな活用ができたよ！ （令和 5 年度に実施した社会実験で実際に利用した例を紹介します） 

 
 

注意点  

  

庭園内でのリースづくりは、

庭園内の蔦を利用し、子ども達

が各々オリジナルのリースを作

成していました。 

樹木の剪定材を活用し、バイ

オネストを作成し、宝さがし用

の籠として活用しました。 

原則として、庭の樹木の剪定は禁止しています。ワークショップなどで、蔦や葉等の剪定を伴

う場合には、事前に市に確認を取ってください。また、市では定期的に樹木の剪定管理を行って

いるため、剪定材等を使用する場合には、事前に申し出てください。 

 
▲庭園の樹木を活用したワークショップイメージ 

  
▲庭の蔦を活用したリースづくり  ▲剪定材を使用したバイオネスト 
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02-03  使い方例▶︎ 日本間を使って子どもたちが楽しむ場に！ 
体を動かす場 
 

旧赤星鉄馬邸内の日本間は、22.0 ㎡を有す

る部屋であり、10～15 人が入ることができ

る空間となっています。カルタ大会やクラフ

ト系のワークショップのような子どもたちが

楽しむ場として利用が可能となっています。 

窓から庭の縁側に通じており、廊下と庭側

からのアクセスが可能です。 

 

 

 

 

  
▲カルタ大会の配置のイメージ                ▲日本間位置図 

 

 

こんな活用ができたよ！ （令和 5 年度と令和６年度に実施した社会実験で実際に利用した例を紹介します） 

  

日本間を活用し、カルタ大会を開催しました。カルタは、オリジナル版として市民が手作りで作

成しました。クラフト系のワークショップでは、センサリーボトル作りや布を使った小さなバッ

ク作りが行われました。日本間は一般的なリビングほどの大きさ（14 畳程度）で、アットホー

ム感ある空間で、主に幼稚園児・小学生が活発に参加していました。 

   
▲カルタ大会            ▲庭側からもアクセスが可能      ▲布を使った小さなバック作り 

 
▲日本間で子どもが楽しむ場のイメージ 
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03-01  使い方例▶︎ 蔵を使って展示会場に！ 
表現の場 

 

旧赤星鉄馬邸内の蔵は、20.5 ㎡を有する当

建物内で西端に位置しており、5～10 人が入

ることができる空間となっています。蔵の特

性でもある暗めの空間は、展示する空間とし

て適した場所となっています。 

蔵に中には備え付けの棚があり、展示ディ

スプレイとして使用が可能です。（重さのあ

る展示物は使用不可） 

間接照明を設置することにより、より格式

のある雰囲気となります。 

 
 

  
▲展示会等の配置のイメージ                  ▲蔵位置図 

 

こんな活用ができたよ！ （令和 5 年度と令和６年度に実施した社会実験で実際に利用した例を紹介します） 

 
 

注意点  

  

「旧赤星鉄馬邸と同時代

の名建築」を紹介した展示

会や意匠にこだわった衣服

の展示会を開催しました。

ミニ映像による名建築の紹

介もありました。 

 蔵の侵入口には、大きな段差があり、蔵を活用して企画する者は、利用者への配慮が必要にな

ります。蔵内は、暗所となっているため、企画者は照明等の準備が必要です。 

 また、蔵には 2 階もありますが、2 階への立ち入りは禁止となっています。 

 
▲蔵の展示会等のイメージ 

  
▲蔵での展示会           ▲意匠にこだわった衣服の展示会 
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03-02  使い方例▶︎ 礼拝棟聖堂を使って音楽を楽しむ場に！ 
表現の場 

 

旧赤星鉄馬邸の北側に位置する旧礼拝棟内

には、56.6 ㎡を有する聖堂があります。（20

～30 人程度の収容が可能。）聖堂では、文化

財エリア外であり多目的なスペースとして利

用可能です。旧礼拝棟は、旧礼拝棟の玄関や

旧赤星鉄馬邸の連絡通路からアクセスが可能

です。演奏会や音楽会などの利用が可能です。 

冷暖房設備が稼働可能な場所で、夏・冬で

も長時間の滞在が可能となっています。 

 

 
 

  
▲演奏会の配置のイメージ                     ▲聖堂位置図 

 

こんな活用ができたよ！ （令和 5 年度と令和６年度に実施した社会実験で実際に利用した例を紹介します。） 

 
 

  

旧礼拝棟内の聖堂を活用し、

地域にゆかりのあるアーティス

トが出演し、音楽会を開催しま

した。聖堂として作られた部屋

ですが、歌、楽器等の演奏の場

としてもフィットした空間とな

りました。 

 

 
▲聖堂で音楽を楽しむ場のイメージ 

  
▲音楽を楽しむ演奏会       ▲地域団体によるコーラス 
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03-03  使い方例▶︎ 庭園を使って映像を楽しむ場に！ 
表現の場 

 

旧赤星鉄馬邸の前面には、芝空間をメイン

とした庭園が広がっています。庭園の芝部分

は、717.6 ㎡程度を有しており、100～150 人

が同時にゆったり滞在できる空間となってい

ます。また、修室棟壁面は、白地となってお

り、スクリーンを代用した形の活用が可能で

す。これらの特性を活かした、映像作品等の

上映が可能となっています。 

 

 

 
 

 
▲映像鑑賞会の配置のイメージ 

 

こんな活用ができたよ！ （令和 5 年度と令和６年度に実施した社会実験で実際に利用した例を紹介します。） 

 
 

注意点 （詳細は、P32 を参照） 

  

修室棟壁面を活用し、アント

ニン・レーモンドとの関わりの

深い映画を選定・鑑賞をしまし

た。ほかにはプロジェクション

マッピングを投影し、ハロウィ

ン企画を実施しました。 

夜間利用の際には、近隣への影響について留意しましょう。特に音量・光量については、最低

限のものとし、常に周辺への影響をモニタリングしましょう。また、敷地内には、十分な照明が

ないため、出入口やアクセス路に照明を計画しましょう。 

 
▲修室棟壁面を活用した映像鑑賞会のイメージ 

  
▲修室棟の壁面を活用した映画観賞会 ▲プロジェクションマッピング 
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04-01  使い方例▶︎ 庭園を使ってお店の出店に！ 
食べる場 

 

旧赤星鉄馬邸の前面には、芝空間をメイン

とした庭園が広がっています。庭園を囲うよ

うにテントやキッチンカーが配置可能となっ

ています。（建物内での販売は不可です。） 

機材・設備の搬出入は、庭園南側の門より

可能であり、キッチンカーを含めた軽トラッ

ク相当の車両が侵入可能となっています。 

修室棟より電源供給が可能となっており、

修室棟付近の芝生上で使用可能です。 

 

 

 
▲出店店舗の配置のイメージ 

 

こんな活用ができたよ！ （令和 5 年度と令和６年度に実施した社会実験で実際に利用した例を紹介します） 

 
  

社会実験では、旧赤星邸の関心のある地域住民とつながりある事業者が出店し、雑貨販売、コ

ーヒー、洋菓子、軽食、アルコール等の販売等がありました。各事業者の売り上げは、完売相当

の成果となりました。 

   
▲キッチンカーによる飲食提供     ▲本の出張販売            ▲夜間に予約制の飲食提供 

 

 
▲庭園でお店を出店するイメージ 



旧赤星鉄馬邸実験的活用ガイドライン 

17 

04-02  使い方例▶︎ 庭園で食事などを楽しむ場へ！ 
食べる場 

 

旧赤星鉄馬邸の前面には、芝空間をメイン

とした庭園が広がっています。庭園の芝部分

は、717.6 ㎡程度を有しており、100～150 人

が同時にゆったり滞在でき、飲食も可能な空

間となっています。（旧赤星鉄馬邸内の飲食

は禁止です。） 

店舗出店と併せて、椅子・テーブルの配置

が可能となっています。芝生上にピクニック

シートなどを敷いて、持ち寄ってピクニック

することも可能です。 

 

 
▲食事スペースの配置のイメージ 

 

こんな活用ができたよ！ （令和 5 年度と令和６年度に実施した社会実験で実際に利用した例を紹介します。） 

 
 

注意点 （詳細は、P33 を参照） 

  

ベンチやテーブル、ゴザ等を

用意し、庭園内販売していたコ

ーヒーや軽食等の飲食を楽しむ

風景がありました。また、自ら

お弁当を持参し、ピクニックの

ようにランチタイムを楽しむ風

景もありました。 

庭園の南側（樹木が多くあるエリア）は、住宅地に近接するエリアであることから当エリアで

滞留しないようにしてください。 

 
▲庭園で食事を楽しむイメージ 

  
▲軽食等を楽しむ来場者        ▲ピクニックを楽しむ家族 
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3 旧赤星鉄馬邸を利用・活用してみたい！ 
 

利活用ガイドラインの対象者 

本ガイドラインは、日頃より武蔵野市の地域活動等に関わっている個人・団体、

これから武蔵野市の地域活動や旧赤星鉄馬邸の利活用に積極的に関わっていき

たい個人・団体、旧赤星邸に来場・参加される方も対象としています。 

旧赤星鉄馬邸に少しでも興味・関心がある方は確認してみてください。 

 



旧赤星鉄馬邸実験的活用ガイドライン 

19 

 
  

地元でのサークル活動

を旧赤星鉄馬邸の利活

用に活かしたい！ 

軽運動教室を 

旧赤星鉄馬邸の庭園で 

   やってみたい！ 

地域の有志団体で 

旧赤星鉄馬邸の 

ガイドツアーを考え、 

   開催したい！ 

 地域の習い事の 

発表の場として 

活用したい！ 

  将来的に吉祥寺付近で 

お店を開くことを考えており、 

 チャレンジ的に店舗を 

      出してみたい！ 

武蔵野市周辺で 

キッチンカー事業を展開 

  しており、庭園に 

       出店してみたい！ 

庭園や旧赤星鉄馬邸を

利用し、写真撮影事業

を展開したい！ 

クラフト雑貨を

販売したい！ 

        地域に居住し、 

旧赤星鉄馬邸の利活用等に 

個人的に関わってみたい！ 

庭園内で 

ピクニックをしたい！ 

       遊びに行きたい！ 

お庭を見ながら友達と

のんびりしたい！ 

地域のまちづくり活動 

に参加してみたい！ 

地域住民・地域団体 

地域で活動する団体やサークル

等で、旧赤星鉄馬邸の特色を活

用した利活用を歓迎します！ 

 

 

 

 

 

 

事業者（営利活動） 

旧赤星鉄馬邸や吉祥寺近辺、武

蔵野市内での事業に関心のある

事業者の利活用を歓迎します！ 

 

 

 

 

 

 
 

旧赤星邸に興味のある人 

地域に関わってみたい人 

個人として、旧赤星鉄馬邸の利

活用に関心がある方、興味があ

る方を歓迎します！ 
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旧赤星鉄馬邸の関わり方 

旧赤星鉄馬邸の利活用にあたっては、様々な関わり方があります。「遊びに行く」

「参加してみる」「利用してみる」「企画してみる」「関わり続けてみる」など、

自分に合った関わり方を選択してみましょう。 

 

 
関わり方のステップイメージ図 

 
 

こんな関わり方があったよ！ （令和 5 年度に実施した社会実験で実際に利用した例を紹介します。） 

 
  

令和 5 年度は、「ニワボシプロ

ジェクト」という形式で 24 名の

市民が利活用社会実験に参加し

ました。（STEP2 参加してみる） 

企画会議を通して、外部事業

者が部分的に関わり、ヨガ・演

奏 会 等 の 市 民 活 動 的 な 利 用

（STEP3 利用してみる）や、飲

食事業者等の出店（STEP4 企画

してみる）が実現されました。 

当日には、近隣住民をはじめ

とした多くの人が来場し、ワー

クショップや企画に参加しまし

た。（STEP1 遊びに行く） 

  
STEP1 遊びに行く          STEP2 参加してみる 

 

  
STEP3 利用してみる         STEP4 企画してみる 
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令和7 年度の「利活用・イベント企画」参加方法 

Q R7 度の活動日程を教えて！ 

 令和６年度は、令和 7 年 10 月 7 日（火）～12 月 25 日（水）の間で、日常公開・イベント公開を予

定しています。 

 

10 月カレンダー 

月 火 水 木 金 土 日 

6 7 

日常公開日 

8 9 

日常公開日 

10 11 

日常公開日 

12 

13 14 

日常公開日 

15 16 

日常公開日 

17 18 19 

20 21 

日常公開日 

22 23 

日常公開日 

24 25 

日常公開日 

26 

27 28 

日常公開日 

29 30 

日常公開日 

31   

 

11 月カレンダー 

月 火 水 木 金 土 日 

     1 2 

日常公開日 

3 4 

日常公開日 

5 6 

日常公開日 

7 8 

日常公開日 

9 

10 11 

日常公開日 

12 13 

日常公開日 

14 15 16 

 

17 18 

日常公開日 

19 20 

日常公開日 

21 22 23 

24 25 

日常公開日 

26 27 

日常公開日 

28 29 

日常公開日 

30 

 

12 月カレンダー 

月 火 水 木 金 土 日 

1 2 

日常公開日 

3 4 

日常公開日 

5 6 7 

日常公開日 

8 9 

日常公開日 

10 11 

日常公開日 

12 13 

日常公開日 

14 

15 16 

日常公開日 

17 18 

日常公開日 

19 20 21 

22 23 

日常公開日 

24 25 

日常公開日 

26 27 28 

  

イベント公開日 

イベント公開日 

イベント公開日 
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Q 一緒に参加できる仲間がいないけど、個人的に参加したい！ 

 市民が個人で参加できるように「企画

会議」を予定しています。企画に意欲的

に関わりたい方を募集し、数名が集まっ

た企画会議にて、令和７年度のイベント

企画や日常公開の工夫等を協議・実践し

ます。 

 
 

Q 自分が製作している内容を発表したい！出張販売をしたい！子供たちを集めた企画をしたい！等 

旧赤星邸を実験的に活用する希望者を公募しています。 

事業者、市民グループの創意工夫・ノウハウ・アイデ

アによって事業の収益性・採算性などを確認しながら、

公民連携など柔軟性を持った運営管理の実現化を図りた

いと考えています。 

▶詳細 URL 

https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/sogoseisakubu_shisaku_keikaku/ak

aboshi_tei/1051451/index.html 

 

Q 活動を見てから参加したい！ 

3 か月間の期間中に定期的なイベントの実施（月に 1 回

程度）や、地域寄合会（週に 1 回程度）を予定していま

す。旧赤星邸の入場自由となっておりますので、まずは

活動の見学や参加してみてから、出店などを考えてみて

はいかがでしょうか？ 

また、随時公式インスタグラム（@KYUAKABOSHITEI）にて、準備・日常の様子やイベントの様子

等を発信しています。 

▶公式インスタグラム https://www.instagram.com/kyuakaboshitei 

▶募集定員：10 名程度 

▶対  象：旧赤星邸および庭の保存・利活用に関心があり、企画会議や活動日に熱意を持って活

動できる方。ほか詳しい要件は、市 HP 参照。 

▶応募方法：下記 URL から参加申請 

▶ https://logoform.jp/form/SK8e/1122980 

▶応募締切：令和７年８月 15 日まで 

▶企画会議：全 3 回実施予定 ※原則全日程参加可能な方が対象 

各回 日程 内容 

第１回 8 月 30 日(土) 午後 4 時～7 時 現地リサーチ、内容案だし 

第２回 9 月 17 日(水) 午後 7 時～9 時、 実施内容企画・ 

第３回 10 月 1 日(水)午後 7 時～9 時 実施内容企画・調整・準備 

※適宜グループ内でメールやチャット等でコミュニケーションを取り、企画を進めていきます。 

 

他の人と協力して 

一緒に企画を 

考えたい！ 

自分の企画や商品で 

来場者を迎えたい！ 

まずはどんな雰囲気か 

見てみたい！ 
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4 利用に関する注意事項（参考資料） 
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利用できるエリア 

利活用可能エリアは、旧赤星鉄馬邸内、礼拝棟内、庭園です。具体的な位置は下図の通りで、部

屋・エリアの詳細は次ページ以降で記載しています。 

 

 
1F 平面図 

  

 
2F 平面図 

●各部屋名称 

1:居間 

2:応接室 

3:日本間 1 

4:キッチン 

5:夫人寝室 

6:子供室 1 

7:子供室 2、子供室 3、子供室 4 

8:蔵 1 

9:聖堂 

10: 書斎 

11:主人寝室 

12: バルコニー（竣工当時） 

13:子供室 5 

14:子供室 6 

15:庭園 

16:日本間２ 
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庭へのアクセスが可能です。 

緊急時はすぐに外に出るようにしてください。 

部屋詳細 

01  旧赤星鉄馬邸 １階 
   

居間 

面積：52.9 ㎡ 

設備： 暖房 

オリジナル家具： 造作家具（保全対象） 

備考： 約 30 名収容可能 
  

 
 

 

02  旧赤星鉄馬邸 １階 
   

応接室 

面積：10.9 ㎡ 

設備： 暖房など 

オリジナル家具： ― 

備考： ― 
  

  

 
▲居間 
 

建物の正面玄関を入ってすぐに広がる、開けた空

間です。南面いっぱいに広がる連続窓からは、季

節ごとに彩る自然豊かなお庭を眺めることができ

ます。 

 
▲応接間 

 

居間が接する廊下を進み、中庭横にある小さな空

間です。扉が閉まるので、居間で企画を実施する

際、バックステージとして演者の一時待機部屋と

して使用することができます。 
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市に所有が移った後は水質検査をしておらず、

日常的にも水を使っていないため、飲料水とし

ての利用はできません。 

03  旧赤星鉄馬邸 １階 
   

日本間 1 

面積：22.0 ㎡ 

設備： 暖房 

オリジナル家具： 造作家具（保全対象） 

備考： 約 15 名収容可能 
  

 
 

 

04  旧赤星鉄馬邸 １階 
   

キッチン 

面積：31.8 ㎡ 

設備： 水道 

オリジナル家具： ― 

備考： ― 
  

 
  

 
▲キッチン 

 

修道院時代に、シスターの食事を作るために長ら

く使われていた広々とした調理空間です。 

 
▲日本間 1 
 

庭の真正面に面する空間です。少人数の企画等の

適しています。 

レーモンドの妻で、デザイナーのノエミ・レー 

モンドによる造作家具（保

全対象）が設置してありま

す。利用の際は傷つけない

よう注意してください。 
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05  旧赤星鉄馬邸 １階 
   

夫人寝室 

面積：12.9 ㎡ 

設     備： 暖房 

オリジナル家具： 造作家具（保全対象） 

備     考： ― 
  

 
 
 

 

06  旧赤星鉄馬邸 １階 
   

子供室 1 

面積：8.2 ㎡ 

設     備： 暖房など 

オリジナル家具： 造作家具（保全対象） 

備     考： ― 
  

  

 
▲子供室 1 

  
▲オリジナル家具      ▲オリジナル家具 
 

夫人寝室の隣の少し小さな空間は、子供室 1。南

向きのため、窓からは芝生のお庭を眺めることが

できます。 

 
▲夫人寝室 

  
▲オリジナル家具    ▲オリジナル家具 
 

夫人寝室には円弧状に開く扉型の引き出しや、着

物を収納するタンスなどノエミ・レーモンドによ

る造作家具が多く現存しています。 
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入り口は段差があり、薄暗いため足元に気をつ

けるようにしてください。展示などで利用する

際は、照明などの用意があると良いです。 

07  旧赤星鉄馬邸 １階 
   

子供室 2、3、4 

面積：28.9 ㎡ 

設     備： 暖房 

オリジナル家具： 造作家具（保全対象） 

備     考： ― 
  

 
 
 

 

08  旧赤星鉄馬邸 １階 
   

蔵 1 

面積：20.5 ㎡ 

設     備： 暖房など 

オリジナル家具： 造作家具（保全対象） 

備     考： 約３０名収容可能 
  

 
  

 
▲蔵 

 

建物内には蔵があり、作り付けの棚が壁いっぱい

に広がっています。窓は鉄格子になっており、開

けることはできません。 

 
▲子供室 2、3、4 

  
▲ オ リ ジ ナ ル 家 具    ▲ オ リ ジ ナ ル 家 具 

 

天井にレールがあり、3 つに仕切れるようになっ

ている大きな空間は、かつての子供部屋です。 
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近隣住宅が近くにあるため、カーテンは開けな

いよう注意してください。 

09  旧礼拝棟 １階 
   

聖堂 

面積：56.6 ㎡ 

設     備： 冷暖房 

オリジナル家具： ― 

備     考： 約３０名収容可能 
  

 
 

 

10  旧赤星鉄馬邸 ２階 
   

書斎 

面積：25.2 

設     備： 暖房など 

オリジナル家具： 造作家具（保全対象） 

備     考： ― 
  

  

 
▲書斎 

  
▲オリジナル家具    ▲オリジナル家具 
 

2 階に上がると、鉄馬のプライベート空間として

使われていた書斎があります。飾り棚の奥には明

かり取りの丸窓が設られています。玄関の庇にも

同じものが付けられています。 

 
▲聖堂 
 

昭和 45 年に増築された礼拝棟の１階には聖堂が

あります。当時、カトリック・ナミュール・ノー

トルダム修道女会が使っていたものです。 
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レーモンドの妻で、デザイナーのノエミ・レー

モンドによる造作家具（保全対象）が設置して

あります。利用の際は傷つけないよう注意して

ください。 

11  旧赤星鉄馬邸 ２階 
   

主人寝室 

面積：14.5 ㎡ 

設     備： 暖房 

オリジナル家具： 造作家具（保全対象） 

備     考： ― 
  

 
 

 

12  旧赤星鉄馬邸 ２階 
   

バルコニー（竣工当時） 

面積：9.8 ㎡ 

設     備： 暖房など 

オリジナル家具： ― 

備     考： ― 
  

 
  

 
▲寝室（増築） 

 

竣工当初、インナーバルコニーとして使用されて

いた空間です。使用者の変遷を経て、屋内空間へ

と改築された空間となっています。 

 
▲主人寝室 
 

寝室として使用されていた空間で、庭が見渡せる

部屋です。赤星鉄馬のプライベートで特別な空間

だったと想像できます。 
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子供室 5・６には、壁にオリジナルの照明も残っ

ています。もたれかかったり、ぶつかったりす

ると破損するため、利用の際は傷つけないよう

注意してください。 

 

13  旧赤星鉄馬邸 ２階 
   

子供室 5 

面積：8.3 ㎡ 

設     備： 暖房 

オリジナル家具： 造作家具（保全対象） 

備     考： ― 
  

 
 

 

14  旧赤星鉄馬邸 ２階 
   

子供室 6 

面積：8.3 ㎡ 

設     備： 暖房など 

オリジナル家具： 造作家具（保全対象） 

備     考： ― 
  

 
  

 
▲子供室 6 
 

子供室 5 の隣には、ほぼ同じサイズの子供室 6 が

並んでいます。1 階の子供室と同じ、オリジナル

家具が残されています。 

 
▲子供室 5 

  
▲オリジナル家具   ▲オリジナル家具と扉 

写真左側壁面には扉があり、竣工当時は隣にバル

コニーがあり、そこへの出入りに使われたそうで

す。 
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もたれかかったり、ぶつかったりすると破損す

るため、利用の際は傷つけないよう注意してく

ださい。 

 

 

15  旧赤星鉄馬邸 ２階 
   

日本間２ 

面積：17.6 ㎡ 

設     備： 暖房など 

オリジナル家具： 造作家具（保全対象） 

備     考： ― 
  

 

  

 
▲日本間２ 
 

日本間２は、小上がりになっている部屋です。ラ

ジエーターボックスは、竣工当初オリジナル家具

が残されています。 
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15  庭園 
   

庭園 

面積：717.6 ㎡ 

設     備： 水道 

オリジナル家具：  

備     考： ― 
  

 
 

 

芝生を中心とした大きな広場空間が広がっており、数多くの樹木に囲まれた空間となっています。ゆ

ったりと利用できる空間であり、飲食や運動などの利用が可能な空間となっています。 

  

 
▲庭園と旧赤星邸 

 
▲噴水越しの庭園 

 
▲屋上からの庭園 
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文化財への配慮 

◆竣工当初からある家具への配慮 

触れないでください：以下の家具や照明器具、カーテンフックなどは損傷すると修復が困難です。ス

タッフも含め、手を触れないようにお願いします。 
 

【具体箇所】 

 

⚫ １階リビングダイニングの旧暖炉・飾り棚 

⚫ １階旧日本間茶箪笥 

⚫ １階旧夫人室及び子ども室の造作家具 

⚫ １階階段下トイレ内照明とガラス 

⚫ ２階旧主寝室ヘッドボート 

⚫ ２階書斎前の廊下飾り棚とガラス 

⚫ ２階書斎暖炉及び書棚 

⚫ ２階子供部屋の照明 

⚫ ２階蔵の横個室にある真鍮製カーテンフック等 

 

破損リスクの回避： 

・ 一般公開時にはスタッフが要所に配置されますが、対応に限りがあるため、ベルトパーテーショ

ンの設置などにより、破損リスクを回避しています。市の備品としてベルトパーテーションは 18

セットまで使用可能です。 

・ 旧赤星邸の各室窓に設置している網戸は、非常に外れやすくなっています。外れて保存箇所を傷

つける可能性があるため、極力、網戸には触れないよう、お願いします。 

 

◆飲食に関する注意事項 

旧赤星邸内の飲食禁止： 

床や壁等の汚損などを避けるため、旧赤星鉄馬邸内の飲食を禁止します。 

 

礼拝棟及び修室棟での飲食： 

季節なども考慮し、礼拝棟や修室棟では飲食可能ですが、使用後の清掃やゴミ出しに配慮してくださ

い。なお、修室棟には冷暖房がないので注意してください。 

 

◆セキュリティに関する注意事項 

警報機器：旧赤星邸には、セキュリティのため警備機器を導入しています。各所に

設置された置き型センサーを動かすと警備に支障が生じるため、設営時や来場者が

動かさないようお願いします。 

 

  

※特記事項 

 ２階書斎にある机とイスは、修道女会から

の寄付で、レーモンド設計ではありません。

しかし、机は古いものなので、将来に引き継

ぐものとして考えています。 

 



旧赤星鉄馬邸実験的活用ガイドライン 

35 

活用の企画を検討する際の注意 

◆旧赤星鉄馬邸活用の原則 

旧赤星鉄馬邸は、都市計画法に基づく「第一種低層住居専用地域」に属しており、建物内で店舗

営業、事務所営業は不適法となります。そのため、建物内での営利事業は原則禁止としています。 

 
 

◆企画のコンセプト 

企画の検討にあたっては、旧赤星鉄馬邸や地域の雰囲気に合致したものを選定してください。参

考として、令和５年度に実施した市民ワークショップで出た意見やテーマを参照してください。（主

には、歴史、文化、自然学習、子ども向けのプログラムなどが含まれ、地域コミュニティの価値と

結びついた活用が望まれています。） 

 

◆火気の利用に関して 

敷地内（建物・庭園）での火気の扱いについては、原則禁止とします。同様に、焚火等の火・煙

を伴う行為についても原則禁止とします。冬季については、暖房目的のヒーター等の設置は市協議

の上で可能とします。 

やむ負えず火気を伴う企画を検討する場合には、事前に市と協議し、必要な対策を講じた上で実

施の可否を判断します。 

 

◆食品の提供に関して 

食品の調理・加工・販売等を伴う企画を検討・実施する場合には、管轄の保健所へ「行事開催届」

や「行事における臨時出店届」等を提出する必要があります。また、指定されたエリア・区画内で、

食品の販売を許可し、テント等の中は清潔を保ってください。 

水道は完備していますが、飲料水として使用できません。 

 

◆音環境に関して 

旧赤星鉄馬邸は、閑静な住宅街に位置しているため、断続的に大音量を伴う企画は周辺住民や通

行人に迷惑がかからないよう配慮してください。 

  

第一種低層住居専用地域とは 

低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。住宅、共同住宅、寄宿舎、下

宿の住居系用途、その他で保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、図書館、老人ホーム、

診療所等の用途が建築可能となっています。また、用途変更の場合においても同様の制限が適用

されます。 
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◆資材、機材の搬入出について 

企画する際に、資材・機材等の搬入出を伴う場合には、必ず市と調整した上で、実施してください。 

下記地図の位置が搬入車両の進入口になります。担当者の誘導に従い敷地内に進入をお願いします。 

 

 

 
↑南側門の搬入口 

  

スクールゾーンのため通行制限あり 

車両通行禁止 8:00～9:00、14:00～16:00 

南側のみ進入可能（一方通行） 

搬入作業 

場所 
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平日・土曜日の搬入ルート（7：30～9：00 の時間帯） 

 
 

日曜日の搬入ルート（7：30～9：00 の時間帯） 

  

搬入 

場所 

搬入 

場所 
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◆駐車場について 

駐車場はありません。最寄りのコインパーキングをご利用ください（出店者向けの駐車料金割引な

どの設定はありません）。搬入時を含めて路上駐車及び近隣区域への駐停車は禁止です。 

 

◆駐輪場について 

駐輪場は、旧赤星邸の北側を使用出来ます。イベントに応じて、場所を変更する可能性があります

ので、都度確認してください。 

 

◆トイレについて 

トイレは、旧礼拝棟、旧修室棟のトイレのみが使用可能です。旧赤星鉄馬邸内にもトイレはありま

すが、使用禁止です。 
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安全管理について 

旧赤星鉄馬邸は、昭和 9 年竣工の鉄筋コンクリート造地階付き 2 階建ての個人住宅です。この建物

は、現在の耐震基準を満たしておらず、震災時に倒壊の可能性があります。また、敷地内の庭園には

32 本の保存樹木があり、倒木による事故可能性もあるため、公共施設としての利用にあたっては特に

注意が必要です。運営・企画者のみならず、利用されるすべての方が危険のないよう、下記の利用に

関する注意事項を遵守してください。 

 

◆火災の防止策 

 建物及び敷地内では火気厳禁、終日禁煙です。たばこなどの火気取り扱いによる火災の防止に務

めていただくようお願いします。 

 

◆感染症対策 

 玄関、休憩スペース、トイレに指消毒用のアルコールを設置しています。体調のすぐれない方の

ご来場は控えていただくようお願いいたします。 

 食品提供事業者は保健所指導の基、適切な食品管理策を講じ、ノロウイルス等発生を予防してく

ださい。万が一、会場内で嘔吐等の体調不良者がいた場合は、発生区域の立ち入りを禁止し、感染

拡大防止に努めてください。 

 

◆交通事故の防止 

 旧赤星鉄馬邸の前面道路は、一歩通行道路であるものの、五日市街道へ出る車両が多く通行しま

す。前面には歩道がないため、敷地を出る際には十分に注意してください。 

 

◆侵入禁止エリア 

 P21 以降で定める「利用できるエリア」以外の部屋は、けがや事故の懸念がある箇所があり、立

ち入りを禁止しています。決められた範囲での利用をお願いいたします。 

 

◆近隣への配慮 

 住宅街の中に位置していることから、近隣家屋へのプライバシーに配慮してください。特に、旧

礼拝棟・旧赤星鉄馬邸の北面、屋上、庭園南側は近隣家屋からの視認性が良いことから特に配慮が

必要となります。（旧礼拝棟・旧赤星鉄馬邸 2 階北側のカーテン・窓は閉めておくこと、屋上には上

らないこと、庭園南側で滞留しないことなどの対応策を実施してください。） 
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◆その他安全管理 

・ 水道は完備していますが、飲料水として使用できません。 

・ 雨の日は、建物内が滑りやすくなるため、足元にご注意ください。また、庭園内もぬかるむ箇

所もあるため、ご注意ください。 

・ 天候によっては、庭に蚊が発生しやすくなります。各自、虫よけ対策をお願いします。 

・ 悪天候・被災により開催が困難となる場合には、活用を中止します。開催は市が判断し、中止

する場合には、企画・運営者や来場者へ連絡網や SNS を通じて通達します。 

 

◆有事発生時の対応策 

〇地震発生時 

建物内は一部、耐震が十分でない箇所があります。スタッフの指示に従い、近くの扉・窓から外

へ避難してください。また、建物や塀には近づかず、庭園中央付近に移動してください。 

 
 

〇火災発生時 

 火災発見時は、大きな声で周囲に知らせてください。一人で火を消そうせず、周囲の人と協力し

て、通報、初期消火、避難を行ってください。小さな火でも 119 番通報してください。3 分経って

も鎮火が難しければ、速やかに避難してください。避難時は、タオルやハンカチなどで、口と鼻を

おおい、できるだけ低い姿勢で避難してください。 

 
 

〇怪我人等の応急措置 

 来場者が怪我や体調不良となった者がいる場合は、近くのスタッフに伝達し、安静な体勢をとる

ようにしてください。歩行可能な場合には、会場内の指定休憩室に移動してもらうように促してく

ださい。 

 

 

 

運営・企画者対応 

 建物内での安全な避難経路を確認し、地震発生時は速やかに庭に出るよう指示してくださ

い。また、スタッフ自身も同時に外に避難してください。 

 特に、居間は、地震時に最も弱い箇所となっています。居間に滞留せず、庭に出ることを

優先してください。 

 

運営・企画者対応 

 館内全体に連絡・周知してください。燃え広がる可能性がある場合には、近隣住民にも周

知し、延焼による二次被害の縮小に努めてください。 


